
★ 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
三 

号
）
（
建
築
課
） 

一

改
正
の
要
旨 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全

計
画
の
認
定
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
当
該
認
定
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
な
ど
、
必

要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日 

令
和
四
年
十
月
一
日


